
農林水産部における新型コロナウイルス感染症対策関連予算

◇ 令和元年度２月補正予算 （単位：千円）

事 項 予算額 事 業 の 概 要

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた府内

新型コロナウイルス感染症 5,000 の農林水産業者等が行う新型コロナウイルス感

経済対策費 染症の影響拡大を防ぐための取組を支援する。

◇ 令和元年度４月補正予算 （単位：千円）

事 項 予算額 事 業 の 概 要

新型コロナウイルス感染症の拡大により影響
農林水産業者等新型コロナウ 135,000 を受けている農林水産業者等を緊急的に支援
イルス対策緊急支援事業費 し、京都府産農林水産物の需要拡大・価格維持

を図る。

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴うイン
宇治茶需要拡大緊急対策事業 35,000 バウンド・観光客需要の減少により、前年産茶
費 の在庫量が増加しているため、緊急的に宇治茶

の需要喚起を支援する。

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴うイン
丹後とり貝需要拡大緊急対策 61,000 バウンド・観光客需要の減少により、出荷先が
事業費 確保できない丹後とり貝について、需要喚起・

販路開拓を図る。

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う外食
京都産和牛給食提供推進事業 166,000 需要の減少により、消費が落ち込んでいる京都
費 産和牛について、小中学校等の給食に提供する

ことで需要喚起を図る。

新型コロナウイルス感染症の拡大により行催
府内産花き需要拡大緊急対策 5,000 事の見送りが相次ぎ、経営が悪化している花き
事業費 生産者等を緊急的に支援するとともに花きの需

要拡大を図る。

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴うイン
京都産和牛肥育経営緊急対策 23,000 バウンド・外食需要の減少により、収益が悪化
事業費 している肥育農家の経営を緊急的に支援し生産

基盤の維持を図る。

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う外食
養豚経営緊急対策事業費 6,000 需要の減少により、収益が悪化している養豚農

家の経営を緊急的に支援し生産基盤の維持を図
る。
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◇ 令和２年度６月補正予算 （単位：千円）

事 項 予算額 事 業 の 概 要

ＷＩＴＨコロナ社会における農業分野での即
スマート農業実践教育事業費 20,000 戦力となる人材を育成するため、府立農業大学

校において省力化に資するスマート農業機械を
導入する。

新型コロナウイルス感染症の影響により、売
京もの農林水産物生産・流通 1,000,000 り上げが激減している京もの食品を扱う食品関
促進対策事業費 連業界の新たな販路開拓と、価格下落の影響を

受けている農林水産物の生産継続支援等、ＷＩ
ＴＨコロナ社会に対応するための取組を支援す
る。

地域の「食」の拠点となる農林水産物直売所
「食の京都」地域拠点新型コ 10,000 や道の駅等について、新型コロナウイルス感染
ロナウイルス感染症対策費 症を防止するために必要な設備整備を支援す

る。

新型コロナウイルス感染症の影響により、消
京都産和牛給食提供推進事業 333,000 費が低迷する京都産和牛を小中学校等の給食に
費 提供することで、需要喚起を図る。

新型コロナウイルス感染症の影響により、消
京都産地鶏給食提供推進事業 74,000 費が低迷する京都産地鶏を小中学校等の給食に
費 提供することで、需要喚起を図る。

新型コロナウイルス感染症の影響により、出
京都産和牛肥育経営緊急対策 30,000 荷価格が下落し、収益が悪化している京都産和
事業費 牛の肥育農家の経営を支援することで、生産基

盤の維持を図る。

新型コロナウイルス感染症の影響による外食
養豚経営緊急対策事業費 8,000 需要の激減により、販売価格が下落し、収益が

悪化している養豚農家の経営を支援すること
で、生産基盤の維持を図る。

新型コロナウイルス感染症の影響により、消
京都産水産物需要拡大対策事 85,000 費が低迷する京都産高級水産物の需要喚起のた
業費 め、小中学校の給食に提供するとともに、京都

府漁業協同組合が行う販売促進の取組を支援す
る。
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～ 京 都 府 報 道 発 表 資 料 ～

  

京都府広報監 まゆまろ

新型コロナウイルス感染症に係る農林水産業対策の緊急要望活動について

令和２ 年５ 月 25日

京都府新型コロナウイルス感染症対策本部

京 都 府 農 政 課 小 瀬 課 長

電話 ０７５－４１４－４８９５

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、これまでインバウンドを含め外食・観光

需要に支えられてきた、京野菜や和牛などの高級食材を中心とした農林水産物の需要の減

少など、農林水産業に大きな影響が生じています。また、長期化する感染症との共存、さ

らには危機脱出後の新しい社会に対応した農林水産業を構築していく必要があります。

つきましては、地域や食を支える農林水産業の実情に応じた的確な支援策が講じられるよう、

農林水産省に対し、要望活動を行いましたので、お知らせします。

◆要望活動

１ 要 望 日 令和２年５月25日（月）

２ 要 望 先 農林水産省

（大臣、副大臣、政務官、関係局長ほかに要望書を配付）

３ 要 望 者 京都府知事 西脇
にしわき

隆
たか

俊
とし

          

４ 要望事項

(1) 農林水産業等の事業継続に関すること

・ 高級食材の需要低迷・価格下落に対する支援制度の拡充

・ 農林水産事業者等の共同施設使用料等の負担軽減

・ 感染症対策等を講じる施設整備への助成制度の拡充

  (2) セーフティネット対策に関すること

・ 農業者の収入を補償する収入保険制度の弾力的な運用

・ 牛マルキンの補てんの充実及び鶏肉への価格安定制度の導入

・ 魚類養殖のセーフティネット対策の拡充

  (3) ＷＩＴＨコロナ・ＰＯＳＴコロナの新たな社会に関すること

・ 生産現場と食関連企業とのつながりによる新たな事業活動の創出

・ 家庭向け農林水産物セットなど新しい販売戦略への助成制度の創設

・ 海外の家庭に直接和牛肉を届けるための規制の緩和

・ リモートワーカーを農山漁村で迎える取組への支援

・ 許認可や事業申請等に係る行政手続の電子化の推進

※農林水産省へは京都府東京事務所を通じて提出します。
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初 Web ライブ配信！「食育シンポジウム～with コロナ社会の食を考える～」

開 催 結 果 

令和２年８月５日 

農   政   課 

令和２年８月１日（土）に、今年で９回目となる『食育シンポジウム』（主催：京都府、大阪ガス株

式会社、きょうと食育ネットワーク）を、 新型コロナウイルス対策の観点からインターネットを活用

して、初めて web ライブ配信形式で開催しました。 

【Web ライブ視聴者数】 383 名（同時視聴/速報値） 【録画視聴数】 1,682 回（8 月 5 日時点） 

 【アンケート結果】95%が、期待以上に良かった（57%）・期待どおり（38%）と回答 

若い世代（30 代以下）の割合が増加（今回 25%/前回 12%） 

主な感想 ・ゴリラ研究者、作家、料理研究家、宗教家の視点から、人間にとっての、 

食事や調理の本来の意味を考えさせられた。 

・料理は失敗するから良い、外食は出会いの場、とのお話が印象的だった。 

         ・京都ならではのソーシャルディスタンスや仕出し文化の価値を再発見した。 

 

 

 

 

 

 

 

ライブ配信後もさらに多くの府民に情報を届けるため、ダイジェスト動画と全編アーカイブ（録画）

の見逃し配信を、各種 SNS（7 万回再生まで広告配信）及び HP で実施中です。 

 今後 HP「京都府食の府民大学」にも収容予定です。 

見逃し配信＞http://www.pref.kyoto.jp/shokuiku/shinpojiumu.html 

オンライン開催に当たり、双方向性確保のため、ライブ配信中のメール質問受付（受付数 10 件）

や、web フォームによるアンケート（回答数 110 名/８月５日時点）を行いました。 

また、アンケート回答のインセンティブとして、アンケート回答者の中から抽選で 10 名に登壇者

の著書をプレゼントする企画も行いました。（アンケート期間 8 月 10 日まで） 

概 要 

【主催者ビデオメッセージ】京都府知事 西脇 隆俊 

【基 調 講 演】   「食の進化とコミュニケーション：ポストコロナの時代を見据えて」 

講 師：山極 壽一氏（京都大学総長） 

【パネルディスカッション】「with コロナ社会の食を考える」 

コーディネーター：佐藤 洋一郎氏（京都府立大学文学部特別専任教授） 

パネリスト    ：いしい しんじ氏（作家）、大原 千鶴氏（料理研究家） 

                        松山 大耕氏（妙心寺退蔵院 副住職）、山極 壽一氏（京都大学総長）  
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新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた
iiijil 嵐ｉｉｉｉｉｉ雌iiii 製幽ａ油１６１１幽ｉl･1111111111“ “ |' i Q i!i i 11.5S lfll :|･　　　　　幽 ｉ 幣 幽 幽 甘幽 幽 榊 幽i 幽 幽 幽 幽 ●　　　　｜

京 も の 食 品 販 売 促 進 対 策 事 業 補 助 金

の ご 滞|。,4｡か い

７月27 日(月)～ ８月２６日(水)
・

事業内容

府内の食品製造・加工業者が、「WITH コロナ」社会

における消費行動の変化に対応できる販売・流通シ

ステムの構築に向け、京都府内産農林水産物を原材

料とした新たな商品及びサービスの開発に必要な

経費を支援いたします１

●900
対象者

補助率９／１０以内

万 円 対象者※　①もしくは②：上限　９００万円

③：上限１，８００万円

応募方法：業種別団体を通じて、（－社）京都府食品産業協会に提出します。

参画画
Ｓ鸚●●●壽●會●

／　 ●京都府内産農林水産物を使用している商品を製造・加工

●してし氾 事業者及び団体のうち、

参①( 一社)戸都府食品産業協会に加盟する業種別団体に

所属分る食品製造・加工業者
●

・゙・
・．

②( ブ) 京都府食品産業協会に加盟する業種別団体

”゙③'辺が主体となって組織する、同業種及び異業種の共同体

補 助 対 象 と な る 取 組 例

◆●
参参

参ＳＳ●･●紺會會希
希●

●

゛゙ ●「ＷＩＴ叫コロナ」社会における消費行動の変化に対応できる

販売・流通システムの構築に向け、京都府農林水産物を

､．　　　 ；原材料とした新たな商品及びサービスの開発

(ｲ列)

し☆家庭消費向けの少量化商品開発

☆同業種、異業種連携商品販売

☆ミールキット商品開発　等。

ノ
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●具体的な補助対象経費

この事業を実施するにあたり､必要な経費を対象｡ただし､事務所賃借料､電話代､光熱費､人件費など通常使用

する経費と明確に区分できない経費及び公序良俗に反する経費は不可とする。
また、交付決定後に発生し､事業期間内に使用又は支払が完了した経費を対象とする。

・ 事業の流れ

公募期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事業実施期間

9/7(月)
7/２７(月)８/２６(水)　　　　　_9/11(金)　　　　　　　　　　　~２/26(金)

1 1

94( 金)i ● ● ●i 着 着･

公

募

締

切

業
種
別
団
体
に
事

業
計
画

を

提
出

公

募

開

始

・ 問い合わせ窓口

審
査
委
員
会
実
施

採
択
通
知

交
付
申
請
・
交
付
決
定

事
業
開
始

補

助

金

の

額

の

精

算

補

助

金

の

額

の

確

定

京
都
府
農
林
水
産
部
流
通
・
ブ
ラ
ン
ド
戦
略
課
に

事

業
完

了
報

告

書

を
提
出

事

業

完

了

概

算

払

請

求

・

概

算

払

京都府農林水産部流通・ブランド戦略課

〒602-8570　 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

TEL:　075- ４１４-4941　E-mail:　r ｙｕtｓｕ-brａｎｄＯｐref.kｙｏt０.19.jp

（一社）京都府食品産業協会（京都府中小企業団体中央会内）

〒600-8009　 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78 番地　京都経済センター３階

TEL:　075- ７０８-3704　E-mail:　 ｓｙokｕｓａｎｋｙｏｕＯｃｈｕokai-k ｙｏtｏ.ｏr.jp
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京都料理芽生会によるレシピ動画「おうちで料亭ごはん」

の配信開始について

令和２年５月

農林水 産部

京都府内飲食業界等と連携し、コロナウイルス感染症の影響を受けている京都

府産農林水産物の消費拡大と料理店への支援を目的に、京都料理芽生会会員によ

るレシピ動画の配信を開始しますのでご報告いたします。（令和２年度４月補正予

算活用）

１ 概要

 京都料理芽生会（京都府内料理店の若手経営者 57 名で構成、会長：園部晋吾

（山ばな平八茶屋））の会員による、京都府産農林水産物を使った、家庭向け

レシピ動画を配信

 令和２年５月 20 日から、Youtube や参加団体の HP 等で公開

（初回は、「山ばな平八茶屋」、「平等院表参道 竹林」、「下鴨 福助」、「美濃吉」

（今後、順次追加））

２ 事業実施主体

京料理・地元農林水産物持続支援プロジェクト

■構成：京都料理芽生会、THE KYOTO 実行委員会（京都新聞と電通の JV）、全

国農業協同組合連合会京都府本部、（公社）京のふるさと産品協会、

京都府水産物商業協同組合、京都府、京都市の７者

■会長：京都料理芽生会 田中良典（（株）松尾温泉京料理鳥米 代表取締役）

３ 京都府補助金

3,000 千円（「食の京都」京もの需要拡大緊急対策事業費（４月補正予算））

連絡先
流通・ブランド戦略課長 蘆田

（内線：4940）
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PRESS RELEASE

報道各社各位

～京料理を明日へつなぐ～

「おうちで料亭ごはん」 レシピ動画の配信開始について

令和２年５月２０日

京料理・地元農林水産品

持続支援プロジェクト

京都料理芽生会をはじめ、京都府産農林水産物の生産・流通・販売・消費等に関わる団体・機関7者は、新型コ

ロナウイルス感染症により影響を受けている方への支援と京都府産農林水産物の消費喚起を図ることを目的に、

「京料理・地元農林水産品持続支援プロジェクト」を立ち上げました。

この度、本プロジェクトの活動の一つとして、京料理の一流料理人による、京都府産農林水産物を使用した家庭

向けレシピ動画を作成しリレー配信を開始しますので、是非、ご取材いただきますようお願いいたします。

１  京料理・地元農林水産品 持続支援プロジェクトの概要

・京都料理芽生会、THE KYOTO 実行委員会、全国農業協同組合連合会京都府本部、（公社）京のふるさと産

品協会、京都府水産物商業協同組合、京都府、京都市の7者が参加

・会長は、京都料理芽生会 料理研究委員会委員長 田中良典（（株）松尾温泉京料理鳥米 代表取締役）

２ 趣旨・目的

社会環境の変化に伴い生活様式が変容する中、家族そろって食卓を囲む機会が少ない現代。しかし、今

般の新型コロナウイルス感染拡大の影響により、大人数での会合や外食が自粛される状況が続いており、

あらためて家庭で食事を楽しみ、家族団らんの過ごし方、そして、人とのつながりや互いに思いやる心を

見つめ直すことが問われています。

現在、緊急事態宣言の一部地域解除など、少しずつ日常を取り戻すべく動き出していますが、生活が変

容しても「食」は変わらず暮らしの中にあります。ただ調理し、食べるだけではなく、日々の食卓に少し

の工夫を加えることで、心持ちが変わり笑顔が生まれます。「食」の力で、この難局を乗り越え、千年以上

にわたり京で育まれてきた食文化の魅力を絶やすことなくつないでいきたいと考えています。

  今回のレシピ動画では、食の話題で笑顔の溢れる一家団らんを応援するために、「料理人のコツ」を披露

しております。京都の食材を使うことで消費喚起にもつながり、ご家庭で美味しく、楽しい食事の時間を

作っていただければ幸いです。
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京料理・地元農林水産品 持続支援プロジェクト

発起人／会長 田中良典（京料理鳥米）

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、日常が大きく変容し

ました。このことで、不自由を強いられ、厳しい状況が続いています。

支援を必要としていないところはほとんどないと思います。私たち料

理屋ができることは「食」の支援しかありません。人を育む食事を楽

しみ、食の大切さと暖かさを感じていただきたい。家庭でもさまざま

な食材のお料理を楽しむことは、消費喚起につながり、結果、助けられる方々がおられます。その一つ

ひとつの一助が多く集まれば大きな支援となります。食文化の「SDGs」において、食材×文化×料理×

人・・・何一つ取り残すことなく、明日へつないでいきましょう。

京都料理芽生会会長 園部晋吾（山ばな平八茶屋）

食事は本当に大切なものです。家族の団らんというのもその一つで

す。私たちはその一助になれるようご家庭でも手軽につくれるお料理

をご紹介します。京料理の技と旬の食材をぜひ味わって楽しんでいた

だき、『食』の力で、一緒にこの難局を乗り越えていきましょう。

３ 配信動画の概要

・一流料理人が集う京都料理芽生会の会員が京都府産の農林水産物を使い、ご家庭でもできるレシピ

動画をリレー形式で配信

・令和2年 5月 20日（水）から、参加団体・機関のHP・YouTubeにて公開

（今後、特設HPを開設予定）

「京都府HP」（http://www.pref.kyoto.jp/brand/ouchigohan.html）

「京都市HP」（https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000269291.html）

「THE KYOTO
※
YouTubeチャネル」

（https://www.youtube.com/channel/UCstkM4xrxK97l6O6pqSf9yw/）

※
THE KYOTOとは https://the.kyoto/ （サービス開始時期：2020年 6月初旬予定）

日本の文化・芸術振興に貢献し、次世代に有機的につないでいくため、京都新聞社と電通が新たに立ち

上げるサービス。「メディア（知る）」[サロン（出会う）」「クラウドファンディング（参加する）」の３

つの軸で、継続的な交流を実現するグローバルなコミュニティーを生み出すことを目指します。

・初回公開動画は、「山ばな平八茶屋」（竹の子鍋）、「平等院表参道 竹林」（京都産和牛の柳川風鍋）、

「下鴨 福助」（丹後とり貝の黄味酢和え）、「美濃吉」（免疫力UP親子丼）の４本

＜お問い合わせ先＞ 京料理・地元農林水産品 持続支援プロジェクト

会 長：田中良典（京料理鳥米） 080-3278-2348

事務局：佐藤寛之（THE KYOTO実行委員会） 080-8305-7433
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～ 京 都 府 報 道 発 表 資 料 ～

  

京都府広報監 まゆまろ

一番茶生産における新型コロナウイルス
感染症対策について

令 和 ２ 年 ４月 １ ５ 日

               京都府農林水産部農産課

       ０７５－４１４－４９４４

新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、まもなく一番茶生産の時期を迎

えるにあたり、京都府では茶関係団体とともに、茶生産者の不安を少しでも

軽減するため、国が示す基本的なガイドラインに基づき、茶生産における感

染症対策についての啓発チラシを作成し、本日、市町村及びＪＡを通じて茶

生産者及び関係機関に配布いたしましたのでお知らせします。

１ 配布先 ・府内茶産地ＪＡ及び茶生産者団体

         ※京都府茶生産協議会から配布

       ・府内茶産地市町村

         ※各広域振興局から配布

       （京都市、宇治市、城陽市、久御山町、八幡市、京田辺市、井手町、

         宇治田原町、木津川市、和束町、南山城村、南丹市、京丹波町、

           綾部市、舞鶴市、福知山市、京丹後市）

              

２ 配布物  別添のとおり

       

３ 問い合わせ

       京都府農産課 電話:075-414-4944 荻参事、市田課長補佐兼係長

府政記者クラブ・各広域振興局同時資料配付
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茶生産者の皆様へ

一番茶生産における新型コロナウイルス感染症対策について

新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、茶生産者の皆様には、生産や経営への不

安の中で一番茶の生産を迎えることとなりましたが、今こそ、茶業関係者や関係機関

が一丸となって、この難局を乗り越えられるよう取り組んでいきたいと考えています。

茶生産者の皆様には、国が示す感染拡大防止を前提とした基本的なガイドラインに

基づく感染予防策を徹底していただきますようよろしくお願いします。

【新型コロナウイルス感染症対策の主なポイント】（別紙啓発チラシ参照）

１ 予防対策の徹底

○できるだけマスクを着用してください。

（使い終わったマスク表面には触らない。外した後は必ず石けんで手洗いする）

○咳エチケットを実施してください（マスクがない場合は、袖口等で口や鼻を覆う）

○こまめな石けんでの手洗いを行ってください。

○定期的に換気するなどして、風通しの良い空間を確保してください。

２ 作業を始める前に

○体温の測定と記録を行ってください。

○発熱などの症状がある場合は、作業には出かけず、関係者に連絡して自宅で待機

してください（生産者、茶摘み、アルバイトなども同様です）。

○体温が 37.5 度以上の熱が４日以上継続した場合（基礎疾患などがある場合は２

日程度）などは、関係者に連絡の上、近くの保健所に問い合わせ、その指示にし

たがって下さい。

３ 手摘み茶園で気をつけること（茶業研究所の事例）

○出品茶生産を含む手摘み栽培は、屋外作業ではあるものの、新型コロナウイルス

の感染リスクを高める（密閉）、密集、密接になりやすいため、対策が必要です。
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○別紙「手摘み茶園での新型コロナウイルス対策（事例紹介）」は、茶業研究所の

事例ですので御参考ください。ただし、あくまでも一例ですので、例えば、茶摘

みの送迎は車の定員より少なめとし、送迎中は窓を開けるなど換気に注意するな

ど、実際の現場状況に応じて御対応下さい。

４ 製茶工場で気をつけること

○「１ 予防対策の徹底」を実施してください。

○工場へは、必要以上に行かない・集まらないようにしてください。

○工場への部外者の立ち入りは、最小限にしてください。

○工場へ出入りする時、作業開始前後やトイレの使用後などには、手洗い・手指の

消毒を行って下さい。

○手で触れる共用部分（ドアノブ、スイッチ、テーブル、椅子、トイレの流水レバ

ーなど）は、水と洗剤を用いて、拭き取り掃除してください。

○多人数が密集しないよう、できるだけ距離を取って作業してください。

○休憩時の感染を防ぐため、休憩スペースは風通しの良い場所に設置の上、休憩時

間帯をずらしたり、各自専用の茶碗を使うなどして対応してください。

５ 感染症患者が発生した場合

○患者への対応は、保健所の指示に従ってください。

○濃厚接触者と確定した農業者は、14 日間の自宅待機及び健康観察を実施してく

ださい。

○保健所の指示に従って、感染者が作業に従事した区域の消毒を実施してください。

令 和 ２ 年 ４ 月

京都府茶生産協議会

(公社)京都府茶業会議所

京都府農林水産部
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手摘み茶園での新型コロナウイルス対策（事例紹介）

自然仕立て茶園の手摘み作業では、従来、作業者同士が比較的近距離で

ならび、茶畝の端から順に摘採することや、作業者が全員で比較的狭い場

所で休憩するなど、屋外ではありますが、作業者同士が濃厚接触しやすい

状況です。

そこで、本年は、新型コロナウイルス感染防止のため、手摘みによる摘

採方法について次のとおり変更することとし、事前に周知しておりますの

で御参考ください。

１ アルコール消毒、作業前体調・発熱確認、マスク装着など

○作業者は、出勤時に、手のアルコール消毒と体温計測を行い、平熱の

人のみ作業をしていただきます。

○マスク、ゴム手袋については、茶業研究所でも用意しますが、基本的

に作業者が持参し、摘採作業時に装着していただきます。

２ 摘採時の留意事項

（覆い下茶園）

○側幕を開けて換気を良くします。

（区担当制による摘採）

○摘採予定の茶畝を約２ｍ毎に区分けして（印の棒を立てる）、各区を

作業者１名で、端から摘採していただきます。

○担当する各区の摘採が終了したら、別の区に移動し摘採することで、

作業を進めていきます。

３ 休憩

○休憩時は、屋外に設置されている四阿
あずまや

に加え、イベント用のテントを

併設し、間隔を空けて椅子、台を設置し（四阿、各テントに３～４名

分ずつ）、休憩場所とします。
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府政記者室・各広域振興局・経済記者クラブ 同時資料配付

～ 京 都 府 報 道 発 表 資 料 ～

  

京都府広報監 まゆまろ

「宇治抹茶新商品開発・販路開拓支援事業（補助金）」の
募集を開始します             

令 和 ２ 年 ５ 月 ２ ５ 日

京都府新型コロナウイルス対策本部

               京都府農林水産部農産課

       ０７５－４１４－４９４４

新型コロナウイルス感染症の影響により、観光客・インバウンドの減少や各種イベントの中

止が続き、宇治茶需要が縮小する中、京都府では、抹茶の需要喚起を目的として、府内の茶商

工業者や食品製造・加工事業者・サービス事業者等を対象に、京都府産抹茶を活用した新たな

商品やサービスの開発及び販路開拓の取組を応援する補助事業を創設しました。

このたび、以下のとおり募集を開始しますので、ご周知をお願いします。

１ 募集期間  令和２年５月２５日（月）～令和２年６月２５日（木）

                 

２ 補助事業の概要  

（１）補助対象者

・府内に事業所等を有する茶商工業者、食品製造・加工・サービス事業者等

・府外の食品製造・加工・サービス事業者（府内茶商工業者と連携体を組むことを条

件とする）ほか

（２）事業対象期間 令和２年４月１日（水）～令和３年２月２８日（日）

   ※交付決定前の取組（令和２年４月１日以降に限る）も遡って対象となります
  

（３）補助対象となる取組（①②ともに取り組むことが条件）

①研究開発事業（京都府産抹茶・てん茶を活用した新たな商品・サービスの研究開発）

②販路開拓事業（市場調査活動や事業化に向けた販路開拓活動など）

（４）事業費及び補助率

・事業費：１件当たり事業費（目安）６００万円、下限事業費２００万円

・補助率：１／２以内（原材料費のうち、京都府産抹茶・てん茶のみ10/10）

（５）採択予定件数 １０件程度（審査会により予算の範囲内で決定します）

３ 応募方法

申請書等の様式は、以下の京都府ホームページからダウンロードし、必要な書類を整えた

上で、下記提出先まで郵送又は持参してください。（募集締切は６月２５日（木）必着）

http://www.pref.kyoto.jp/nosan/news/2020ujimatcha_newproduct.html

４ 提出先・問合せ先

〒602-8570 京都府庁 農産課（宇治茶・特産振興係）

TEL 075-414-4944（平日9～17時） E-mail nosan@pref.kyoto.lg.jp
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新型コロナウイルス感染症の影響により、インバウンド･観光客の減少やイベント中止

が相次ぎ、宇治茶需要が縮小する中、京都府産抹茶の在庫解消及び感染症収束後の需

要拡大を図るため、宇治抹茶を利用した新商品･新サービスの開発及び販路開拓に取り

組む府内の茶商工業者や食品･加工品関連企業等を応援します。

※詳しくは、京都府 農産課ホームページをご覧＜ださい。

htt ｐ://ｗｗｗ.ｐref.k ｙｏtｏ.jp/ ｎｏｓａｎ/ｎｅｗｓ/2020 ｕjimat ｃｈａ_ｎｅｗｐrod ｕｃt.ht ｍL

区　分 内　　容

対象事業 京都府産抹茶・てん茶を利用した新商品・サービス開発及び販路開拓

対象経費 研究開発費用

原材料費（利用する原材料（茶）は、すべて京都府産の抹茶・てん茶とする）

機械装置・器具費、外注・委託費、外部専門家への謝金・旅費、

産業財産権等取得費など

販路開拓費用

市場調査、技術コンサルタント料、広告宣伝費、出展費など

対象期間
令和２年４月１日（水）～令和３年２月28 日（日）までの取組

（交付決定前の取組（令和２年４月１日以降に限る）についても遡って

対象となります）

事業費及

び補助率

事業費：１件当たりの事業費の目安600 万円、下限事業費200 万円

補助率：補助対象経費の１／２以内

（ただし原材料費（茶）のうち、京都府産抹茶・てん茶は10/10）

募集期間 令和２年５月25 日（月）～６月25 日（木）
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区　分 内　　容

補助対象

者

京都府内に事業所を有する者の内、以下に該当する事業者

① 府内で製茶業（荒茶製造除＜）、茶卸売業及び茶小売業を営む茶商

工業者

② 府内に本社、支店又は工場等の事業所等がある食品製造･ 加工事業

者及びサービス事業者

③ ①に掲げる事業者と連携体を組む､府内に事業所等を持だない食品

製造・加工事業者及びサービス事業者

④ ①～③に掲げる事業者及びそれらの連携体のほか、宇治茶振興を図

る主体として知事が適当と認めたもの

予定件数 10件程度（審査会により予算の範囲内で決定します）

＜参考＞　今後のスケジュール

申 請 受 付：令和２年５月25 日（月）～６月25 日（木）

審　査　会：令和２年７月上旬

交 付 決 定：令和２年７月（概算払が必要な場合、交付決定後に別途申請）

事 業 完 了：令和３年２月28 日（日）までに、試作品開発及び事業完了のこと

実 績 報 告：事業完了日から15 日以内に提出すること

額 の 確 定：実績報告受理後、検査・確認後に補助金額を確定

補助金交付：額の確定後、申請者からの請求書提出を受けて交付

＊本事業で開発した新商品等の商品化・サービス提供は、事業完了後

６ヶ月以内をめどに開始していただきます。

（問合せ先） 京都府農林水産部 農産課（宇治茶･特産振興係）

〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町

電話:075- ４１４-４９４４（平日9時～17 時）

E-maiL: ｎｏｓａｎ⑨ｐref.kｙｏtｏ.L9.jｐ
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新型コロナウイルス感染症対策について 

                            令 和 ２ 年 ８ 月 2 1 日 

          教育庁指導部保健体育課 

 

１ 文部科学省「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」 

  ～「学校の新しい生活様式」～について 

(1) 概要  

ア マニュアルは、令和２年６月５日文部科学事務次官通知「新型コロナウイルス

感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイドライン」の考え方を基に作成 

イ 学校における感染症対策、集団感染リスクへの対応、重症化リスクの高い児童

生徒への対応、部活動、給食（（参考）にマニュアルの抜粋を記載）、清掃活動、

健康診断等、学校生活全般にわたる具体的な事項について記載し、感染防止に努

めるよう依頼 

(2)府教委の取扱い 

マニュアルを各市町（組合）教育委員会、府立学校あて通知し、活用いただくよ

う依頼するとともに、府立学校については、マニュアルを踏まえて、保健体育課が

指導助言、照会等の対応を行っている。 

   ※マニュアルの Ver.１は、５月 22日、Ver.2は６月 16日、Ver.3は８月 6日に出さ

れており、給食部分については、Ver.1～Ver.3まで変更なし。 

 

○文部科学省「新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイドラ

イン」 

 https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00049.html 

○文部科学省「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」 

https://www.mext.go.jp/content/20200806-mxt_kouhou01-000004520_3.pdf 

 

（参考）給食について  

学校給食は、児童生徒の健やかな育ちを支える重要な機能である一方、感染のリスクが

高い活動でもあります。 

学校給食を実施するに当たっては、「学校給食衛生管理基準」に基づいた調理作業や配食

等を行うよう改めて徹底してください。給食の配食を行う児童生徒及び教職員は、下痢、

発熱、腹痛、嘔吐等の症状の有無、衛生的な服装をしているか、手指は確実に洗浄したか

等、給食当番活動が可能であるかを毎日点検し、適切でないと認められる場合は給食当番

を代えるなどの対応をとります。                                             

また、児童生徒等全員の食事の前後の手洗いを徹底してください。会食に当たっては、

飛沫を飛ばさないよう、例えば、机を向かい合わせにしない、大声での会話を控えるなど

の対応が必要です。  
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２ 令和２年度の給食・食育に係る研修会等の対応について 

(1) 学校給食衛生管理推進研修会 

例年、学校給食の衛生管理、近年増加傾向にある食物アレルギー疾患のある児童生徒

への対応、学校給食の安全管理について、学校給食関係者を対象に実施。 

対象者は、府立学校の調理員、栄養教諭・学校栄養職員等学校給食関係者（臨時職員、

委託業者の関係者を含む。）及び学校薬剤師、 市町（組合）教育委員会所管の給食実

施校の学校給食関係者等。 

今年度は新型コロナウイルス感染症対策として中止し、資料配布に変えるとともに、

求めに応じて指導、助言を行った。 

 

(2) 京都府食育推進連絡協議会及び交流会 

ア 趣旨  

生涯にわたる健全な食生活の実現をめざし、「自分で作る」「地域の食文化を伝え合

う」「朝ごはんを用意して食べる」など児童生徒の高い生活実践力の向上を目的に、

学校、家庭、地域等のつながりを生かしながら、子どもたちの積極的・自発的な学び

や行動を引き出すための研究推進と、その研究の効果や手法を府内全域に普及させる

ため、実践市町（組合）教育委員会（実践中心校等）を構成員として、取組の進捗状

況や学校におけるきょうと食いく先生を活用した取組等の先進事例の交流を図る。 

イ  新型コロナウイルス感染症対策として、テレビ会議システムにより実施予定 

ウ 開催日 令和２年９月 28日（月） 

エ 栄養教諭等約 30名が近くの教育局（広域振興局地域総務防災課会議室等）で参加 

オ 内容 

・ 実践中心校の交流及び協議 

・ 説明 

・ 講演 

 ※(2)は案です。   
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